
令
和
七
年
六
月
六
日

大
分
県
報

一

令

和

七

年

第
六
一
四
号

六

月

六

日

（　金 曜 日　）

目　
　
　
　
　
　
　

次

　
　
　
　
　
　
　
告
　
　
　
　
　
示

生
活
保
護
法
等
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

漁
港
区
域
に
係
る
海
岸
保
全
区
域
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

道
路
区
域
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

道
路
の
供
用
開
始
（
三
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

　
　
　
　
　
　
　
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

選
挙
権
を
有
す
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総
数
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五
十
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の
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及
び
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え

八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万

に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
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し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ

て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
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八
分
の
一
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乗
じ
て
得
た
数
と
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六
分
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を
乗
じ
て
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○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
二
百
六
十
九
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国

の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成

六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
よ
り
生
活
保
護
法
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
と
し
て
、
次
の
医
療
機
関
を
指

定
し
た
。

　
　

令
和
七
年
六
月
六
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

医
療
機
関
の
名
称

開
設
者
の
氏
名

所　
　

在　
　

地

指
定
年
月
日

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

三
恵
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

別
府
駅
前
ク
リ
ニ

ッ
ク

医
療
法
人
メ
デ
ィ

・
キ
ュ
ー
ブ

別
府
市
北
浜
一
丁
目
三
番
一
二
号
三

階

令　

七
・　

四
・　

一

児
玉
耳
鼻
咽
喉
科

ク
リ
ニ
ッ
ク

医
療
法
人
児
玉
耳

鼻
咽
喉
科
ク
リ
ニ

ッ
ク

別
府
市
北
浜
二
丁
目
四
︱
九

令　

七
・　

四
・　

一

中
津
市
国
民
健
康

保
険
槻
木
診
療
所

中
津
市
長

中
津
市
山
国
町
槻
木
一
〇
七
五
番
地

令　

七
・　

四
・　

一

聖
心
会
臼
杵
循
環

器
内
科
巡
回
診
療

所

医
療
法
人
聖
心
会

臼
杵
循
環
器
内
科

臼
杵
市
大
字
佐
志
生
二
〇
四
五
番
地

一

令　

七
・　

四
・　

一

く
ど
う
循
環
器
科

・
内
科

工
藤　

博
司

竹
田
市
玉
来
八
六
七
番
地

令　

七
・　

四
・　

一

竹
田
市
立
こ
ど
も

診
療
所

竹
田
市
長

竹
田
市
大
字
玉
来
二
番
地
六

令　

七
・　

四
・　

一

玖
珠
耳
鼻
咽
喉
科

医
院

玖
珠
九
重
行
政
事

務
組
合

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
帆
足
二
二
二
︱

四

令　

七
・　

四
・　

一

友
岡
歯
科
医
院

医
療
法
人
社
団
恒

和
会
友
岡
歯
科
医

院

別
府
市
田
の
湯
町
九
︱
一
二

令　

七
・　

四
・
一
三

歯
科
医
院
丸
尾
崎

医
療
法
人
丸
尾
歯

科
医
院

別
府
市
西
野
口
町
一
五
︱
三
六

令　

七
・　

四
・
一
八

加
賀
谷
歯
科
医
院

加
賀
谷　

亮
太

別
府
市
千
代
町
一
一
五
︱
一

令　

七
・　

四
・　

一

後
藤
薬
局
亀
川
店

有
限
会
社
後
藤
薬

局

別
府
市
亀
川
浜
田
町
二
︱
六
二
ベ
ル

メ
ゾ
ン
亀
川
一
Ｆ

令　

七
・　

四
・　

一

大
貞
薬
局

有
限
会
社
臼
杵
薬

局

中
津
市
大
字
加
来
二
二
八
三
︱
五
一

三

令　

七
・　

四
・　

一

ゆ
う
調
剤
薬
局　

佐
伯
東
店

株
式
会
社
ソ
メ
ヤ

佐
伯
市
長
島
町
一
丁
目
四
番
一
七
号

令　

七
・　

四
・　

一

（
告
示
）
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二

有
限
会
社
友
松
薬

局
柳
ヶ
浦
店

有
限
会
社
友
松
薬

局

宇
佐
市
大
字
江
須
賀
一
九
五
一
︱
五

令　

七
・　

四
・　

一

ワ
タ
ナ
ベ
薬
局
南

宇
佐
店

株
式
会
社
ワ
タ
ナ

ベ

宇
佐
市
大
字
南
宇
佐
字
椎
ノ
宮
六
三

五
番
三

令　

七
・　

四
・　

一

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
七
十
号

　

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
漁
港
区
域
に
係
る
海
岸
保

全
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

　
　

令
和
七
年
六
月
六
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

沿
岸
名
海
岸
名
地
区
海

岸　

名

区　
　
　
　
　
　
　
　

域

豊
前
豊

後
沿
岸
小
祝
漁

港
海
岸
小
祝
地

区
海
岸
一　

指
定
場
所

　
　

大
分
県
中
津
市
字
小
祝
字
寺
山

二　

指
定
区
域

　
　

基
点
一
、
基
点
二
、
基
点
三
、
基
点
四
、
基
点
五
、
基
点
六
、
基
点
七
、

　

基
点
八
、
基
点
九
、
基
点
十
、
基
点
十
一
、
基
点
十
二
、
補
助
点
十
二
、
基

　

点
十
三
、
基
点
十
四
、
基
点
十
五
及
び
基
点
一
を
順
次
に
結
ん
だ
線
内
の
区

　

域
三　

基
点
及
び
補
助
点
の
表
示

　

基
点
一　
　

北
緯
三
三
度
三
六
分
五
七
秒　

　
　
　
　
　
　

東
経
一
三
一
度
一
一
分
一
〇
秒
一
号
表
示
プ
レ
ー
ト

　

基
点
二　
　

基
点
一
か
ら
一
一
二
度
二
七
分
一
八
秒
七
・
七
四
一
メ
ー
ト
ル

　
　
　
　
　
　

二
号
表
示
プ
レ
ー
ト

　

基
点
三　
　

基
点
二
か
ら
二
〇
三
度
三
一
分
四
三
秒
三
・
二
四
六
メ
ー
ト
ル

　
　
　
　
　
　

三
号
表
示
プ
レ
ー
ト

　

基
点
四　
　

基
点
三
か
ら
一
二
二
度
二
〇
分
五
九
秒
五
七
・
七
二
一
メ
ー
ト

　
　
　
　
　
　

ル
四
号
表
示
鋲

　

基
点
五　
　

基
点
四
か
ら
一
二
二
度
二
〇
分
五
九
秒
一
二
四
・
五
四
八
メ
ー

　
　
　
　
　
　

ト
ル
五
号
表
示
プ
レ
ー
ト

　

基
点
六　
　

基
点
五
か
ら
一
二
二
度
二
〇
分
五
九
秒
一
〇
二
・
九
一
一
メ
ー

　
　
　
　
　
　

ト
ル
六
号
表
示
鋲

　

基
点
七　
　

基
点
六
か
ら
一
二
二
度
二
〇
分
五
九
秒
一
〇
五
・
一
五
三
メ
ー

　
　
　
　
　
　

ト
ル
七
号
表
示
鋲

（
告
示
）　

基
点
八　
　

基
点
七
か
ら
三
二
度
一
九
分
五
一
秒
一
五
五
・
一
〇
二
メ
ー
ト

　
　
　
　
　
　

ル
八
号
表
示
鋲

　

基
点
九　
　

基
点
八
か
ら
三
二
度
二
〇
分
三
五
秒
一
一
〇
・
五
三
九
メ
ー
ト

　
　
　
　
　
　

ル
九
号
表
示
鋲

　

基
点
十　
　

基
点
九
か
ら
三
二
度
二
〇
分
三
五
秒
一
八
四
・
五
〇
三
メ
ー
ト

　
　
　
　
　
　

ル
十
号
表
示
プ
レ
ー
ト

　

基
点
十
一　

基
点
十
か
ら
三
〇
二
度
二
〇
分
三
二
秒
一
一
七
・
五
三
三
メ
ー

　
　
　
　
　
　

ト
ル
十
一
号
表
示
プ
レ
ー
ト

　

基
点
十
二　

基
点
十
一
か
ら
二
一
二
度
四
一
分
二
三
秒
一
九
〇
・
七
一
九
メ

　
　
　
　
　
　

ー
ト
ル
十
二
号
表
示
鋲

　

補
助
点
十
二　

基
点
十
二
か
ら
二
一
二
度
四
一
分
二
三
秒
二
〇
四
・
四
一
七

　
　
　
　
　
　
　

メ
ー
ト
ル

　

基
点
十
三　

補
助
点
十
二
か
ら
三
〇
二
度
二
〇
分
五
九
秒
一
二
〇
・
四
一
〇

　
　
　
　
　
　

メ
ー
ト
ル
十
三
号
表
示
鋲

　

基
点
十
四　

基
点
十
三
か
ら
三
〇
二
度
二
〇
分
五
九
秒
一
七
三
・
七
九
九
メ

　
　
　
　
　
　

ー
ト
ル
十
四
号
表
示
プ
レ
ー
ト

　

基
点
十
五　

基
点
十
四
か
ら
一
九
六
度
四
九
分
四
六
秒
四
九
・
五
一
二
メ
ー

　
　
　
　
　
　

ト
ル
十
五
号
表
示
プ
レ
ー
ト　

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
七
十
一
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
六
月
六
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い
て

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
七
年
六
月
六
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区　
　
　

間

区
域
変
更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

延　
　

長

備
考

佐
伯
市
鶴
見
大
字
吹
浦
字
鯛

網
代
一
九
八
九
番
二
か
ら

佐
伯
市
鶴
見
大
字
吹
浦
字
東

一
八
六
七
番
ま
で

前

Ａ

メ
ー
ト
ル

二
三
・
〇

　

～　

七
・
三

メ
ー
ト
ル

一
七
二
・
六

上
記
Ａ

及
び
Ｂ

は
、
関

係
図
面

に
表
示

す
る
敷

佐
伯
市
鶴
見
大
字
吹
浦
字
鯛



令
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六
月
六
日

大
分
県
報

三

県
道
梶
寄
浦

佐
伯
線

網
代
一
九
八
九
番
二
か
ら

佐
伯
市
鶴
見
大
字
吹
浦
字
東

一
八
六
七
番
ま
で

後

Ａ

二
三
・
〇

　

～　

七
・
三

一
七
二
・
六

地
の
区

分
を
い

う
。　

佐
伯
市
鶴
見
大
字
吹
浦
字
鯛

網
代
一
九
八
九
番
二
か
ら

佐
伯
市
鶴
見
大
字
吹
浦
字
東

一
八
六
七
番
ま
で

Ｂ

一
二
・
四

　

～　

七
・
三

一
三
〇
・
三

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
七
十
二
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
六
月
六
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い
て

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
七
年
六
月
六
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供　

用　

開　

始　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

一
般
国
道
二
一
七
号

臼
杵
市
大
字
福
良
字
稗
尻
一
九
〇
四
番
一
二
か
ら

臼
杵
市
大
字
福
良
字
稗
尻
一
九
〇
七
番
七
ま
で

令
七
・　

六
・　

六

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
七
十
三
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
六
月
六
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い
て

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
七
年
六
月
六
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供　

用　

開　

始　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

豊
後
高
田
市
一
畑
字
前
田
六
〇
五
番
二
か
ら

（
告
示
・
選
管
委
告
示
）

県
道
豊
後
高
田
国
東
線

豊
後
高
田
市
一
畑
字
上
前
田
七
二
三
番
三
ま
で

令
七
・　

六
・　

六

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
七
十
四
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
六
月
六
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い
て

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
七
年
六
月
六
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供　

用　

開　

始　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
梶
寄
浦
佐
伯
線

佐
伯
市
鶴
見
大
字
吹
浦
字
鯛
網
代
一
九
八
九
番
二

か
ら

佐
伯
市
鶴
見
大
字
吹
浦
字
東
一
八
六
七
番
ま
で

令
七
・　

六
・　

六

○
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
、
第
七
十
五
条
、
第
七
十
六
条
、
第
八

十
条
、
第
八
十
一
条
及
び
第
八
十
六
条
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
令
和
七
年
六
月
二
日
現
在
で
大
分
県
議
会
議
員
及
び

大
分
県
知
事
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
（
以
下
「
選
挙
権
を
有
す
る
者
」
と
い
う
。
）
の
総
数
の
五
十
分
の
一

の
数
及
び
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
四
十
万
を

超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た

数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得

た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得

た
数
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

令
和
七
年
六
月
六
日

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

千　
　
　

野　
　
　

博　
　
　

之　

一　

地
方
自
治
法
第
七
十
四
条
及
び
第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の

　

一
の
数　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
八
、
五
一
六
人



令
和
七
年
六
月
六
日

大
分
県
報

四

二　

地
方
自
治
法
第
七
十
六
条
、
第
八
十
一
条
及
び
第
八
十
六
条
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営

　

に
関
す
る
法
律
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四

　

十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

　

と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合

　

に
あ
つ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て

　

得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
一
五
、
七
二
三
人

三　

地
方
自
治
法
第
八
十
条
の
規
定
に
よ
る
大
分
県
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者

　

の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
四
十
万

　

を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得

　

た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ

　

て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算

　

し
て
得
た
数
）

　

大　
　

分　
　

市　
　
　
　
　

一
三
一
、
四
七
九
人

　

別　
　

府　
　

市　
　
　
　
　
　

三
〇
、
九
一
九
人

　

中　
　

津　
　

市　
　
　
　
　
　

二
二
、
一
九
六
人

　

日　
　

田　
　

市　
　
　
　
　
　

一
六
、
九
七
六
人

　

佐　
　

伯　
　

市　
　
　
　
　
　

一
八
、
五
九
七
人

　

臼　
　

杵　
　

市　
　
　
　
　
　

一
〇
、
〇
八
〇
人

　

津　

久　

見　

市　
　
　
　
　
　
　

四
、
四
七
四
人

　

竹　
　

田　
　

市　
　
　
　
　
　
　

五
、
五
〇
四
人

　

豊
後
高
田
市　
　
　
　
　
　
　

五
、
九
一
八
人

　

杵　
　

築　
　

市　
　
　
　
　
　
　

七
、
五
四
〇
人

　

宇　
　

佐　
　

市　
　
　
　
　
　

一
四
、
五
三
五
人

　

豊
後
大
野
市　
　
　
　
　
　
　

九
、
二
七
二
人

　

由　
　

布　
　

市　
　
　
　
　
　
　

九
、
二
五
三
人

　

国
東
市
・
姫
島
村　
　
　
　
　
　
　

七
、
七
九
一
人

　

日　
　

出　
　

町　
　
　
　
　
　
　

七
、
七
三
三
人

　

九
重
町
・
玖
珠
町　
　
　
　
　
　
　

六
、
三
三
四
人

（
選
管
委
告
示
）


